
（5） 平成29年5月1日 No.339むなかたタウンプレス

市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報報道担当☎0940（36）1055まで

●対象　次の全ての要件を満たす人
▽70歳以上の市民
▽有効期間内の運転免許証を自主返納し、６カ月以内に申請した人
●手続き方法　地域安全課（市役所本館２階）にある申請書に記入する
●持参品
▽運転免許の取消通知書　＊警察署・運転免許試験場で交付
▽自主返納後の運転免許証　＊穴が空いた物
▽印鑑（認め印可）　＊代理人が手続きする場合は委任状が必要
●支援内容　右の①②③のうち１つを選択

　窓口に持参した、市ふれあいバス・コミュニティバスの回数券（市バス
回数券）の半分の金額を（１回のみ）、②か③へ交換することができます。
＊交換できるのは１万円分まで
＊交換は、平成30年３月30日（金）で終了します
●手続き方法
　地域安全課に市バス回数券を持参し、申請書に記入する
＊代理人が手続きする場合は委任状が必要
【交換例】12,600円分の市バス回数券を②へ交換する場合
▽交換前＝12,600円分の市バス回数券
▽交換後＝6,600円分の市バス回数券と②6,000円分
＊1,000円未満は切り捨てのため、2,000円未満の市バス回数券は、交換不可
＊4,000円未満の市バス回数券は、③への交換不可

お知らせ
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付
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心
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に
障
が
い
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あ

る
人
か
、
同
居
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台
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免
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ど

▽
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＊
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号
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岡
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０
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２
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市内４社のタクシー
会社で使える回数券
（１万円分）

西鉄バスなどで
使える ICカード・
nimoca（１万円分）

＊500円のデポジット含む

１

２

３

市ふれあいバス・
コミュニティバスの
回数券（２万円分）

平成28年３月31日以前に支援を受けた人

新規に申請する人

　
新
規
対
象
者
に
は
、
５
月
上

旬
に
市
か
ら
名
簿
登
録
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
。
自
力
（
家
族

か
ら
の
助
力
も
含
む
）
で
の
避

難
が
難
し
く
、
地
域
の
人
の
支

援
が
必
要
な
人
は
、
必
要
事
項

を
記
入
し
、
市
へ
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。

●
登
録
対
象

　
次
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す
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人
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介
護
３
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を
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②
身
体
障
害
者
手
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１
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か
２

級
の
交
付
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け
て
い
る

③
療
育
手
帳
Ａ
判
定
の
交
付
を

受
け
て
い
る

④
65
歳
以
上
の
高
齢
者
で
１
人

暮
ら
し
か
高
齢
者
の
み
の
世

帯
に
属
す
る

＊
①
〜
④
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な
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人
で

も
、
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の
避
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が
難
し

い
人
は
登
録
で
き
ま
す
（
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中
独
居
な
ど
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●
申
込
締
切
日

　
５
月
31
日
（
水
）
消
印
有
効

【
注
意
事
項
】

　
名
簿
登
録
は
強
制
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
登
録
を
希
望
す
る
人

の
み
申
請
書
の
返
送
を

＊
名
簿
登
録
申
請
は
、
今
回
の

案
内
以
外
で
も
支
援
が
必
要

に
な
っ
た
と
き
に
随
時
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　
災
害
発
生
時
、
自
力
で
避
難
す
る
こ
と
が

困
難
な
人
（
避
難
行
動
要
支
援
者
）
が
逃
げ

や
す
く
な
る
よ
う
、
近
所
の
人
が
声
か
け
を

す
る
な
ど
、最
も
身
近
に
い
る
地
域
の
人
に
、

で
き
る
範
囲
で
の
支
え
合
い
を
し
て
も
ら
う

も
の
で
す
。

　
市
で
は
、「
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
」

を
作
り
、
自
治
会
を
単
位
と
す
る
自
主
防
災

組
織
、
民
生
委
員
、
消
防
機
関
（
避
難
支
援

等
関
係
者
）
に
情
報
の
提
供
を
し
ま
す
。

「
避
難
行
動
要
支
援
者
支
援
事
業
」
と
は

Ａ
、
こ
れ
は
、
市
や
行
政
機
関

か
ら
の
支
援
を
優
先
的
に
受
け

る
た
め
の
名
簿
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
災
害
発
生
時
の
状
況
な
ど

で
、
支
援
が
受
け
ら
れ
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。

　
日
頃
か
ら
災
害
に
対
し
て
備

え
、
い
ざ
と
い
う
時
に
助
け
合

え
る
よ
う
、
地
域
の
人
と
の
つ

な
が
り
を
持
ち
ま
し
ょ
う

■
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合
わ
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地
域
安
全
課

☎
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）
５
０
５
０

Ａ
、
名
簿
は
避
難
支
援
等
関
係

者
（
右
図
参
照
）
に
提
供
し
、

共
有
さ
れ
ま
す
。災
害
時
に
は
、

災
害
情
報
を
伝
え
た
り
、
安
全

な
場
所
へ
の
移
動
の
手
助
け
な

名
簿
に

登
録
し
ま
し
ょ
う

ど
を
し
ま
す
。
平
常
時
に
は
、

見
守
り
活
動
や
防
災
訓
練
な
ど

を
行
い
ま
す

＊
こ
の
名
簿
は
災
害
時
の
避
難

支
援
以
外
の
目
的
で
は
使
用

し
ま
せ
ん

Ｑ
、
名
簿
は
ど
の
よ
う
に

使
わ
れ
る
の
？

Ｑ
、
登
録
す
れ
ば
必
ず
支

援
を
受
け
ら
れ
る
の
？

「
避
難
行
動
要
支
援
者
」の

名
簿
に
登
録
を

災
害
時
に
備
え
て

宗像市

要支援者

避難支援等関係者 名簿作成

登録

▽災害時の
　避難支援
▽日頃からの
　支援体制づくり

▽自治会や自主防災組織
▽民生委員
▽消防機関など

情報の
提供

運転免許証を返納する人への支援

【
お
わ
び
と
訂
正
】
市
広
報
紙
４
月
15
日
号
５
ペ
ー
ジ
「
世
界
遺
産
保
存
活
用
検
討
委
員
会
委
員
募
集
」
の
中
で
、
申
込
締
切
日
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

 

〈
正
〉
５
月
８
日
（
月
）
必
着　
〈
誤
〉
５
月
２
日
（
火
）
必
着　

■
問
い
合
わ
せ
先　

世
界
遺
産
登
録
推
進
室　

☎
（
36
）
９
４
５
６

　高齢者ドライバーの交通事故減少へむけて、市は、自主
的に運転免許証を返納した高齢者の支援を行っています。

■問い合わせ先　地域安全課　☎（36）5050


